
京都市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例の一部を改正する条

例（平成２５年１２月２４日京都市条例第   号）（産業観光局農林振興室農業振

興整備課） 

１ 近年の低金利の状況を踏まえ，市税条例において当分の間市税の延滞金の割合

を軽減する措置を講じることに準じ，当分の間，京都市土地改良事業に係る賦課

金及び特別徴収金（以下「賦課金等」という。）の延滞金の割合を軽減する措置

を講じます。 

２ １の措置の適用がない場合の賦課金等の延滞金の割合を，軽減措置の適用がな

い場合の市税の延滞金の割合に合わせるとともに，当該賦課金等の延滞金の徴収

に係る端数計算の方法を変更します。 

３ 賦課金等について督促をしたときは，納期限の翌日から納入の日までの期間の

日数に応じて延滞金を徴収します。 

４ その他規定を整備します。 

この条例は，平成２６年１月１日から施行することとしました。 
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 京都市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例の一部を改正する

条例を公布する。 

  平成２５年１２月２４日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第  号 

京都市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例の一部を

改正する条例 

京都市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「第９６条の４」を「第９６条の４第１項」に改める。 

 第２条第１項中「事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にあ

る土地につき法第３条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則第７６

条の１９」を「法第９６条の４第１項において読み替えて準用する法第３６条第１項」

に改める。 

第６条第１項前段中「の納付」を「の納入」に，「受けた者が当該督促において指

定された期限までにその納付すべき賦課金等を納付しない」を「した」に，「当該金

額」を「当該賦課金等の額」に，「当該指定された期限」を「納期限」に，「から納付」

を「から納入」に，「１０．７５パーセント」を「１４．６パーセント（納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間については，年７．３パーセント）」に改め，「も

のとする」を削り，同項後段中「が１００円」を「が１，０００円」に改める。 

附則を附則第１項とし，同項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則に次の１

項を加える。 

（延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間，第６条第１項前段に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及

び年７．３パーセントの割合は，同項の規定にかかわらず，各年の特例基準割合（当

該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合に年１

パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３

パーセントの割合に満たない場合には，その年（以下この項において「特例基準割

合適用年」という。）中においては，年１４．６パーセントの割合にあっては当該

特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した
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割合，年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合

には，年７．３パーセントの割合）とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２６年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関

する条例の規定は，延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものに

ついて適用し，同日前の期間に対応するものについては，なお従前の例による。 

（産業観光局農林振興室農業振興整備課） 


